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同上

次のいずれかに該当する場合は、許可の取消し、又は六月以内の期間をさだめてその事業の全部若しくは一
部の停止を命ずることができる。

○浄化槽清掃業者の事業の用に供する施設若しくは浄化槽清掃業者の能力が法第36条第１号の許可の基準
（参考資料参照）に適合しなくなったとき

○浄化槽清掃業者が次の各号の一に該当するとき
　１．第12条第２項の命令に違反したとき。
　２．不正の手段により第35条第１項の許可を受けたとき。
　３．第36条第２号イ、ハ又はホからヌまでのいずれかに該当することとなったとき。
　４．第37条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
　５．前項の指示に従わず、情状特に重いとき。

浄化槽の清掃についての許可の取消し等

浄化槽清掃業者の事業の用に供する施設若しくは浄化槽清掃業者の能力が許可の基準に適合しなくなったと
き、又は浄化槽清掃業者が命令に違反等を行った場合は、その許可を取消し、又は六月以内の期間を定めて
その事業の全部若しくは一部の停止を命ずることがあります。

浄化槽法第４１条第２項


